
（別紙２） 

 

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関する Q＆A  
 

 

問１ 児童指導員等加配加算は、児童発達支援給付費又は放課後等

デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

理学療法士・児童指導員等を常勤換算で１以上配置することが

要件とされているが、「算定に必要となる従業者」とは、10:2

等の割合で配置する必要がある児童指導員又は保育士のみを

指すのか。或いは、管理者や児童発達支援管理責任者等を含め

た、全ての職種を指すと考えるのか。 

 

（答） 

○ 指定基準に定める全ての職種を指したものである。よって、児童

指導員又は保育士が、指定基準で置くこととしている員数＋１名

の配置がされていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じて

いる等の場合は、本加算を算定することはできない。 

 

 

問２ 児童指導員等加配加算を算定する上で、児童発達支援管理責

任者が欠如していないことも要件になるとのことだが、児童発

達支援管理責任者が休暇により出勤していない場合、児童指導

員等加配加算の算定上、欠如とは考えない（児童発達支援給付

費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業

者の員数が満たされている）という理解で良いか。 

（答） 

○ 貴見のとおり。 

指定基準では、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事

業所について、サービス提供時間帯を通じてサービス提供にあたる

ことまでは定めていないため、労働基準法等に定める休暇を取得す

る場合に、代わりの児童発達支援管理責任者を置くことまでは求め

ていない。 

 

 

 

 



 

 

問３ 児童指導員等加配加算の対象となる加配職員（理学療法士・

児童指導員等）を常勤で雇用したとき、当該常勤職員が休暇を

取得する場合、休暇を取得した日は加配職員が不在のため、児

童指導員等加配加算を算定できないと解するのか。 

（答） 

○ 児童指導員等加配加算は児童指導員等を常勤換算で１人以上配

置したときに算定できる。常勤職員の場合、有給休暇等を取得する

ときは欠如としては扱わない（常勤換算として計上できる）ので、

１週間を通じて常勤換算で１人以上の配置がされているなら、１

週間の各日の請求において児童指導員等加配加算を算定すること

は可能である。 

 

○ なお、暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合はこの取扱

いは認められない点に留意すること。 

 

（参考）「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（Ｖ

ＯＬ．２）」（平成 19 年 12 月 19 日付け事務連絡）問６ 

 


